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平成２８年度　第９回全体庁議（１２月２８日開催）

（３）帯広市新総合体育館の整備運営に向けた取組みについて

　　　[生涯学習部]

審議 ・ 報告

　■　提案・報告の趣旨

　帯広市新総合体育館整備運営事業における事業者提案の施設概要について、1月13日開催の建設文教委員会に報告するも

の。

○優先交渉権者の決定について、1月13日の建設文教委員会に報告するとともに公表する。

○その後は、当初スケジュールに基づき、以下のとおりすすめる。

　平成29年３月　　事業本契約の議会提案

　平成29年４月　　事業者による基本設計・実施設計に対するモニタリング

・同内容で、1月13日の建設文教委員会へ報告することで了承された。

・特になし。

　■今後のスケジュール

　■　審議結果

　■　その他、指摘事項等

　■　提案・報告の主な内容(概要)

  新しい総合体育館については、平成28年11月に優先交渉権者を決定し、現在、業務要求水準書及び事業者提案の各内容に基

づき、確認・協議をすすめている。平成29年3月の本契約締結に向け、リスク分担等についても確認をしているところである。

  平成29年度は、利用団体等の意見を踏まえつつ、設計工程に入るが、現時点における事業者提案の施設概要を報告するもの。

〔主な施設概要〕

・駐車場の駐車台数は、現状の約3倍となる308台に加え、大型バス10台分のスペースを備えている。

・メインアリーナの観客席は、スポーツイベント開催の際の最大席数として車椅子スペースを除き4,209席を備えている。2階席の一

部は収納式となっており、大会のない場合は収納によりできるスペースで卓球や50ｍ走等個人や少人数の利用を想定している。

また、1階席は収納式で、大規模スポーツイベントの際、臨場感あふれる観戦ができる。

〔平成２９年度以降の取組み〕

・平成29年度は設計工程に入る。利用団体や市民からの意見を反映しながら取り組む。

・建物工事工程は、平成29年末から入り、平成31年末に完成・引渡しを行い、業務要求水準書に求めている平成32年3月に供用

を開始する。

・既存建物解体、外構工程を経て、施設の全面供用開始は、当初予定どおり、平成33年10月を予定している。


